
【人権尊重の経営理念に基づく企業活動】

　①　同和問題の解決は基本的人権に関わる最も重要な国民的課題であって、

　　　企業の社会的責任は重大であるとの認識に立ち、差別のない明るい職場・

　　　社会を実現するため、役員をはじめ幹部社員自らが意識改革を図り

　　　あらゆる機会を通じ、会社をあげて、人権尊重を基本とした

　　　企業活動を推進する。

【同和教育】

　②　人権感覚を高め、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に向け、

　　　職場や地域・家庭で積極的に取り組む社員、互いに人権を尊重しあえる

　　　人間性豊かな社員づくりを目指し、同和教育を中心に

　　　体系的、計画的、継続的に教育啓発活動を推進する。

【公正な採用選考と雇用の拡大等】

　③　同和問題解決の中心的課題である就職の機会の実質的な保障を

　　　確保するため、公正な採用選考、雇用の拡大、定着できる職場づくりを

　　　推進する。

【関係機関等との連携強化】

　④　企業は地域社会の一員であるとの自覚のもと、行政機関や関係団体、

　　　他企業等との連携を強め、地域社会と交流連帯して、同和問題の

　　　早期解決に努める。

【多様性の重視とハラスメントの禁止】

　⑤　私たちは、すべての人を個人として尊重し、政治的信念、思想、宗教、

　　　性・性自認・性的指向、身体的特徴、疾病、年齢、国籍、人種、

　　　民族などに関わらず、差別や不利益な取扱いを許容せず、採用、

　　　評価、育成、配置、昇給・昇進、役職登用等の機会を均等とし

　　　多様な人材がいきいきと活躍できる職場環境を推進します。

　　　また、あらゆる差別やハラスメント行為を許容せず、社員教育を

　　　定期的に実施するなどして防止の取り組みを継続的に行います。

～人権基本方針～



【表現の自由とプライバシーの保護】

　⑥　通信やインターネット、ソーシャルメディア上での

　　　コミュニケーションでの表現の自由とプライバシー保護についても

　　　認識し、その侵害が無いように最大の注意を払います。

　　　さらに全ての調査に対して公平公正に接するとともに

　　　安心かつ利便性の高いサービスを提供します。
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